
１ 推進区域及びモデル推進区域について（経緯） 資料１
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経緯② 各構想区域で協議

各構想区域で、「推進区域」「モデル推進区域（候補）」選定の適否について
協議 → 伊勢崎構想区域、藤岡構想区域が手挙げ

経緯① 国から制度説明

「推進区域」「モデル推進区域（候補）」の選定を指示されました。
推進区域：県で１～２か所、医療提供体制上の課題があって重点的な支援の必要性がある区域等を設定。
モデル推進区域：全国の推進区域から10～20か所設定。国から技術的・財政的支援あり。



２ モデル推進区域選定結果及び今後の取組予定について

2

２ モデル推進区域における今後の取組予定

2024年度中に、国の伴走支援を受けながら区域対応方針※を策定
※医療提供体制上の課題、当該課題解決に向けた方向性及び具体的な取組内容

１ モデル推進区域（厚労省が選定）

群馬県：伊勢崎構想区域、藤岡構想区域

秋田県：大舘・鹿角
山形県：庄内
栃木県：宇都宮

石川県：能登北部
山梨県：峡南
三重県：松阪

滋賀県：湖北
京都府：丹後
山口県：宇部・小野田

高知県：中央
長崎県：長崎

【参考：全国の状況】


































































































































































































































